
東松島市地域支え合い推進会議体制（生活支援体制整備事業）について

2025年（令和7年）までに「地域包括ケアシステム」を構築するため、本事業は、介護保険法第115条の45第2項第5号に基づき、単身や夫婦のみの高齢者
世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協
議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、「多
様な日常生活上の支援体制の充実・強化」、「高齢者の社会参加の推進」を一体的に図っていくことを目的としています。

2022.3.15現在

東松島市では、この事業を推進するため、第１層協議体/東松島市地域支え合い推進会議、第２層協議体、第３層協議体/小地域（自治会）の各協議体
体制を整備し、定期的な情報共有や連携強化、生活支援ニーズに対応した地域活動支援に取り組むべく、関係者が一緒にアイディアを出し合って具体
的な支援策を検討する等、各協議体が互いに連携し介護予防や生活支援支援の仕組みづくりへの重層的な役割を担う事を目的としています。
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■抽出された地域課題（例）
・支援が必要な高齢者に対する生活支援
・地域情報やアセスメントの不足
・移動や買い物支援に対する住民ニーズの把握
・地域支え合いの普及啓発、自治会との連携 等

■第2層協議体の取組み（赤井の例）
・第2層協議体会議（毎月開催）
・自治会との情報交換会（年15回、172人参加）
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修会参加（5人参加）

設置済/赤井・大曲・矢本東・矢本西・大塩・野蒜、
設置準備/小野、未設置/宮戸

■機能
・市全域における各取組み内容の情報共有
・市全域に係る生活支援サービス等の創出、担い手養成
・市全域に係る生活課題の解決に向けた取り組み調整
・保健福祉分野におけるまちづくり事業の提案 等

■機能
・地域内における各取組み内容の情報共有
・地域内事業者、ボランティア団体への働きかけ、連携
・生活支援サービス等の創出、担い手養成に係る検討
・生活課題の掘り起こし、解決に向けた取組調整 等

■生活支援ニーズに対応した地域活動
交流・居場所・・・サロン、会食、茶話会、体操、健康づくり
生活支援・・・趣味、買い物、外出支援、庭仕事、掃除・洗濯
見守り・・・地域支え合い会議、話し相手、相談・情報提供 ◆関係団体活動状況

・通いの場活動団体数:107団体
うち週１回以上の活動団体数:68団体

・生活支援団体数（食事の提供等）:14団体
・地域支え合い会議取組み自治会数：22自治会
※詳細は、別資料参照のこと

＜第1層協議体の構成＞
有識者、各まちづくり協議会、介護サービス事業者
地域福祉団体（民生委員、老人クラブ）、商工会
ボランティア団体、行政（市民協働課）

＜第２層協議体の構成＞
自治会役員、介護サービス事業者、ボランティア団体
地域福祉団体（民生委員、サロン関係者）、集落支援員等

＜第３層協議体の構成＞
自治会役員、介護サービス事業者、ボランティア団体
地域福祉団体（民生委員、サロン関係者）、集落支援員等

■小地域における各タイプ群
地域団体直営タイプ（百歳体操、茶話会等）、自治会直営
タイプ（地域支え合い会議等）、自治会バックアップタイプ、
複数自治会連携タイプ（民生委員の配置状況等による連
携した取組み）、地域団体＋第２層協議体連携タイプ


